
令和 6 年 2 ⽉ 15 ⽇ 
 

特種東海製紙株式会社     
代表取締役社⻑ 松⽥ 裕司 

 
吸収分割に係る事前開⽰書⾯ 

（会社法第 782 条第 1 項及び会社法施⾏規則第 183 条に基づく事前備置書⾯） 
 
 
 当社（以下「吸収分割会社」といいます。）は、令和 6 年 1 ⽉ 16 ⽇付で株式会社レック
ス（以下「吸収分割承継会社」といいます。）との間で締結した吸収分割契約書に基づき、
令和 6 年 4 ⽉ 1 ⽇を効⼒発⽣⽇（以下「本件効⼒発⽣⽇」といいます。）として、吸収分割
会社が営む⼩売電気事業に関して有する権利義務を吸収分割承継会社に承継させる吸収分
割（以下「本件分割」といいます。）を⾏うことにいたしました。 

本件分割に関する会社法第 782 条第 1 項及び会社法施⾏規則第 183 条の規定に基づく開
⽰事項は、以下のとおりです。 
 
１．吸収分割契約の内容（会社法第 782 条第 1 項） 

別紙１のとおりです。 
 

２．分割対価の相当性に関する事項（会社法施⾏規則第 183 条第 1 号イ） 
吸収分割会社は、吸収分割承継会社の発⾏済株式の全てを保有しているため、本件分

割において、吸収分割承継会社から株式の割当て、⾦銭等の交付を受けません。 
 

３．本件分割に際して吸収分割会社の新株予約権者に交付する新株予約権に関する事項に
ついての定めの相当性に関する事項(会社法施⾏規則第 183 条第 3 号) 

該当事項はありません。 
 

４．吸収分割承継会社に関する事項（会社法施⾏規則第 183 条第 4 号） 
(1) 最終事業年度に係る計算書類等の内容 

別紙２のとおりです。 
 

(2) 最終事業年度の末⽇後の⽇を臨時決算⽇とする臨時計算書類等があるときは、当
該臨時計算書類等の内容 

該当事項はありません。 
 

(3) 最終事業年度の末⽇後に重要な財産の処分、重⼤な債務の負担その他の会社財産



の状況に重要な影響を与える事象が⽣じたときは、その内容 
該当事項はありません。 
 

５．吸収分割会社に関する事項（会社法施⾏規則第 183 条第 5 号） 
(1) 吸収分割会社において最終事業年度の末⽇後に重要な財産の処分、重⼤な債務の

負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が⽣じたときは、その内
容 

該当事項はありません。 
 

６．吸収分割が効⼒を⽣ずる⽇以後における債務の履⾏の⾒込みに関する事項（会社法施
⾏規則第 183 条第 6 号） 
(1) 吸収分割会社について 

吸収分割会社の 令和 5 年 3 ⽉ 31 ⽇現在の貸借対照表における資産の額は負債
の額を⼗分に上回っており、本件効⼒発⽣⽇以降における吸収分割会社の資産の
額は、負債の額を⼗分に上回る⾒込みです。また、本件効⼒発⽣⽇以降において、
吸収分割会社が負担すべき債務の履⾏に⽀障を及ぼす事象の発⽣は現在のところ
予想されておりません。 

上記を踏まえ、また、吸収分割会社の収益状況及びキャッシュフロー等に鑑み、
本件効⼒発⽣⽇以降における吸収分割会社の債務の履⾏の⾒込みがあるものと判
断しております。 

 
(2) 吸収分割承継会社について 

吸収分割承継会社の令和 5 年 3 ⽉ 31 ⽇現在の貸借対照表における資産の額は負
債の額を⼗分に上回っており、本件効⼒発⽣⽇以降における吸収分割承継会社の
資産の額は、負債の額を⼗分に上回る⾒込みです。また、本件効⼒発⽣⽇以降にお
いて、吸収分割承継会社が負担すべき債務の履⾏に⽀障を及ぼす事象の発⽣は現
在のところ予想されておりません。 

上記を踏まえ、また、吸収分割承継会社の収益状況及びキャッシュフロー等に鑑
み、本件効⼒発⽣⽇以降における吸収分割承継会社の債務の履⾏の⾒込みがある
ものと判断しております。 

 
７．吸収分割契約等備置開始⽇後吸収分割が効⼒を⽣ずる⽇までの間に、上記の事項に変

更が⽣じたときにおける変更後の当該事項（会社法施⾏規則第 183 条第 7 号） 
変更が⽣じましたら直ちに開⽰いたします。 
 

以上 
 



（別紙１） 

吸収分割契約 

 

 

特種東海製紙株式会社（以下「甲」という。）及び株式会社レックス（以下「乙」という。）

は、甲が営む小売電気事業（以下「本件事業」という。）に関して有する権利義務を乙に承

継させる吸収分割（以下「本件分割」という。）に関し、次の通り吸収分割契約（以下「本

契約」という。）を締結する。 

 

第1条 （会社分割の方法） 

本契約の定めるところにより、甲は、効力発生日（第３条第１項に定義される。）におい

て、甲を吸収分割会社、乙を吸収分割承継会社として、会社法に定める吸収分割の方法に

より、甲が本件事業に関して有する第３条第１項に定める権利義務を乙に承継させ、乙は、

これを甲から承継する。 

 

第2条 （商号及び住所） 

甲及び乙の商号及び住所は、それぞれ次のとおりである。 

(1) 甲（吸収分割会社） 

(商号) 特種東海製紙株式会社 

(住所) 静岡県島田市向島町 4379 番地 

(2) 乙（吸収分割承継会社） 

(商号) 株式会社レックス 

(住所) 静岡県島田市向島町 4379 番地 

 

第3条 （本件分割により承継する権利義務） 

1． 乙は、本件分割がその効力を生ずる日（以下「効力発生日」という。）をもって、甲

から、別紙「承継権利義務明細表」に記載の資産、負債、契約上の地位その他の権利

義務を承継する。 

2． 前項に基づく甲から乙への債務の承継については、重畳的債務引受の方法による。 

3． 法令に別段の定めがある場合を除き、本件事業に従事する甲の従業員と甲の間の甲

の雇用契約上の地位及び当該契約に基づく甲の権利義務は、本件分割によっては乙

に承継されないものとし、甲は、甲と乙との間における別途の合意に基づき、当該従

業員を、甲に在籍させたまま乙に出向させ、乙は、当該従業員を乙の業務に従事させ

る。 

 

第4条 （本件分割に際して交付する対価） 

乙は、本件分割に際し、甲に対して株式その他の金銭等の対価を交付しない。 



 

第5条 （乙の資本金及び準備金の額に関する事項） 

本件分割により増加する乙の資本金及び準備金の額は、次のとおりとする。 

 資本金の額   0 円 

 資本準備金の額   0 円 

 利益準備金の額   0 円 

 

第6条 （効力発生日） 

本件分割がその効力を生ずる日（以下「効力発生日」という。）は、2024 年 4 月 1日とす

る。ただし、本件分割の手続進行上の必要性その他の事由により必要な場合は、甲及び乙

は、誠実に協議し、合意の上、効力発生日を変更することができる。 

 

第7条 （吸収分割契約の承認） 

甲及び乙は、効力発生日の前日までに、それぞれの取締役会の決議によって、本契約及び

本件分割に必要な事項に関する承認を得るものとする。 

 

第8条 （競業避止義務） 

甲は、本件事業に関し、会社法第 21 条に定める競業避止義務を負担しない。 

 

第9条 （本契約の変更及び解除） 

本契約締結の日から本件分割がその効力を生じる前までの間に、甲若しくは乙のいずれ

かの財産状態若しくは経営状態に重大な変動が生じたとき、又は本件分割の実行に重大

な支障となる事態が生じたときは、甲及び乙は、誠実に協議し、合意の上、本契約の条件

を変更し、又は本契約を解除することができる。 

 

第10条 （本契約の効力） 

本契約は、抗力発生日の前日までに、第 7条に定める甲及び乙の各取締役会の決議による

承認が得られなかったとき、本件分割の実行に必要な法令に定める関係各庁の許認可、承

認等が得られなかったとき、その他法令に定める必要な手続きが適法かつ有効に行われ

なかったときは、その効力を失う。 

 

第11条 （合意管轄および準拠法） 

1． 本契約に起因し、又は関連して生じた甲乙間の一切の紛争については、東京地方裁判

所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 

2． 本契約は、日本法をその準拠法とし、本契約の条項は日本法に従って解釈される。 

 



第12条 （規定外事項） 

本契約に定めのない事項その他本件分割に関し必要な事項については、本契約の趣旨に

従い、甲乙協議の上、これを決定する。 

 

 

本契約締結の証として、本書 2通を作成し、甲及び乙がそれぞれ記名押印の上、各 1通を保

有する。 

 

2024 年 1 月 16 日 

 

(甲) 静岡県島田市向島町 4379 番地 

特種東海製紙株式会社 

代表取締役社長  松田 裕司 

 

 

(乙) 静岡県島田市向島町 4379 番地 

株式会社レックス 

代表取締役社長  福井 里司 

 

 



別紙 

 

承継権利義務明細表 

 

 

本件分割により甲から乙に承継される資産、負債、契約上の地位その他の権利義務は、効

力発生日における本件事業に属する以下に記載する資産、負債、契約上の地位その他の権利

義務とする。なお、承継する権利義務のうち資産および負債については、2023 年 3 月 31 日

現在の甲の貸借対照表その他同日現在の計算を基礎とし、これに本件分割の効力発生日前

日までの増減を加除して確定する。 

 

１．資産 

（１）流動資産 

・現⾦及び預⾦ 20,941,500 円 

・本件事業に属する、上記現⾦及び預⾦以外の⼀切の流動資産 

（２）固定資産 

(a)有形固定資産 

本件事業に属する一切の有形固定資産。 

(b)無形固定資産 

本件事業に属するソフトウェア、その他一切の無形固定資産。 

(c)その他の固定資産 

本件事業に属する、上記(a)または(ｂ)以外の一切の固定資産。 

(d) なお、以下に列挙する資産は、甲から乙に承継されない。 

・⽔⼒発電設備及び⽔⼒発電に係る⽤⽔路設備 

・太陽光発電設備 

・数理最適化ソルバー（ソフトウェア） 

 

２．負債 

（１）流動負債 

本件事業に属する一切の流動負債。 

（２）固定負債 

本件事業に属する一切の固定負債。 

 

３．契約上の地位 

次に掲げる契約（本件事業に関し甲が締結している契約に限るものとし、甲の従業員と

の間の雇用契約並びに本件事業及び本件事業以外の甲の事業の双方の用に供するため



に締結し又は双方の事業に関し締結しているものを除く。）及び当該契約に基づき発生

する一切の権利義務（ただし、効力発生日の前日までに具体的に発生している債権債務

及び効力発生日の前日の終了時点までに発生した事由に起因する債務（偶発債務を含

む。）を除く。）。 

・接続供給兼基本契約、振替供給兼基本契約、発電量調整供給兼基本契約及び電力仲

介契約。 

・電力需給管理業務委託契約、需給バランシンググループ基本契約、相対電源余剰に

関する覚書 

・その他本事業に関し甲が締結している一切の契約 

 

４．知的財産権 

（１）以下の発明に係る特許を受ける権利。 

出願番号 発明の名称 出願人 

特願 2023-090947 

（この特許出願の分

割出願、優先権を主張

した出願、外国出願を

含む） 

設備運用制御方法、プロ

グラム、記憶媒体及び設

備運用制御装置 

甲 

（２）以下の商標登録を受ける権利。 

出願番号 商標 出願人 

商願 2023-142169 FLYING DUCK 甲 

 

５．許認可及び会員としての地位等 

（１）本件事業のみに属する許可、認可、免許、承認、登録、届出等のうち、法令上承

継可能なもの。 

（２）以下の会員としての地位 

・電力広域的運営推進機関会員 

・一般社団法人日本卸電力取引所取引会員 

・一般社団法人日本卸電力取引所非化石価値取引会員 

・その他本事業に関し甲が加入している会員 

 

 

以 上 

 



別紙２














